
All Rights Reserved. Copyrights ©2026, Tohoku Electric Power Co., Inc. 

東通原子力発電所1号炉

敷地造成を反映した基準津波の年超過確率の参照について

（補足説明資料）

２０２６年１月１６日

東北電力株式会社

資料１－２



1

１．基準津波の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

２．計算条件等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

３．津波波源モデルの設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

４．土木学会（2011）のロジックツリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

６．津波高さ推定に関するロジックツリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

目次

（参考）敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率 ・・・・・ 53



2

１．１ 基準津波の策定位置

１．２ 水位上昇側

１．３ 水位下降側

１．基準津波の策定
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１．基準津波の策定

１．１ 基準津波の策定位置

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-2 p564 再掲

• 基準津波は，敷地前面海域の海底地形の特徴を踏まえ，時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよう，敷地から沖合いへ
約５km離れた位置（水深100m）で策定する。

東通原子力発電所

基準津波策定位置

基準津波の策定位置
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■各津波の評価結果：防波堤有り

• 水位上昇側の決定ケースは，耐震重要施設等が設置された敷地T.P.+13.0m及びT.P.+17.0mへの津波の遡上，取水路及び放水路を介し津波が流入する可能性を評価するため，「最大
水位上昇量」に「地震に伴う沈下量」を考慮した相対的な津波水位の最大ケースとする。

• 敷地前面（南側）最大ケースは，十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル②（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル
（内閣府（2012）考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり（地すべり①と②の同時活動）との組合せ津波である。

上段 最大水位上昇量，［ ］：地震に伴う沈下量

下段 最大水位上昇量に地震に伴う沈下量を考慮した相対的な津波水位

１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （１／８）

発生
要因

種別 津波波源
敷地前面 取水口

前面
補機冷却海水
系取水口前面

放水路
護岸前面

備考
北側 東側 南側

地震

プレート間
地震

十勝沖・根室沖から
岩手県沖北部の
連動型地震

基準断層モデル①※１

11.18
［-0.60］

9.73
［-0.60］

11.04
［-0.60］

9.36
［-0.60］

9.79
［-0.60］

9.24
［-0.60］

11.78 10.33 11.64 9.96 10.39 9.84

基準断層モデル②※2

10.77
［-0.60］

10.18
［-0.60］

11.44
［-0.60］

9.98
［-0.60］

10.27
［-0.60］

9.96
［-0.60］

11.37 10.78 12.04 10.58 10.87 10.56

津波地震

10.29※３

［隆起］
10.72※４

［隆起］
10.05※５

［隆起］
9.26※４

［隆起］
9.40※４

［隆起］
9.19※４

［隆起］
既往津波：1896年
明治三陸地震津波

10.29 10.72 10.05 9.26 9.40 9.19

海洋プレート
内地震

正断層型の地震

9.21※６

［隆起］
8.59※７

［隆起］
8.29※８

［隆起］
7.75※８

［隆起］
7.79※８

［隆起］
7.55※７

［隆起］
既往津波：1933年
昭和三陸地震津波

9.21 8.59 8.29 7.75 7.79 7.55

海域活断層 恵山沖断層
0.6m

（阿部（1989）の簡易予測式による推定津波高）

地震
以外

陸上の地すべり及び斜面崩壊 発電所へ与える影響は極めて小さい

海底
地すべり

下北太平洋側
大陸棚外縁

SLS-2 0.77 0.78 0.79 0.78 0.77 ―※９

日高舟状海盆 地すべり①と②の同時活動 4.25 2.01 2.17 1.99 2.13 ―※９

日本海溝付近における海山 発電所へ与える影響は極めて小さい

ハワイ付近 日本沿岸における津波水位は最大で3.8m程度

火山現象
海域 敷地前面海域に津波を発生させる海底火山の存在は認められない

陸域 恵山 0.89 0.78 0.78 0.78 0.77 ―※９

地震と地震以外に起因
する津波の組合せ

連動型地震
と日高海底
地すべり

地震：基準断層モデル①※１

海底地すべり：地すべり②単独

11.39
［-0.60］

9.77
［-0.60］

11.14
［-0.60］

9.47
［-0.60］

9.86
［-0.60］

9.35
［-0.60］ 防波堤無し北側

最大ケースで選定
11.99 10.37 11.74 10.07 10.46 9.95

地震：基準断層モデル②※２

海底地すべり：地すべり①と②の同
時活動

10.40
［-0.60］

10.16
［-0.60］

11.79
［-0.60］

9.83
［-0.60］

10.36
［-0.60］

9.92
［-0.60］ 防波堤有り南側

最大ケース
11.00 10.76 12.39 10.43 10.96 10.52

地震：基準断層モデル②※２

海底地すべり：地すべり②単独

10.72
［-0.60］

10.34
［-0.60］

11.70
［-0.60］

10.07
［-0.60］

10.41
［-0.60］

10.07
［-0.60］

防波堤無し東側，各
取放水口最大ケー
スで選定11.32 10.94 12.30 10.67 11.01 10.67

第1368回審査会合（R7.11.7）
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１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （２／８）

※１：青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮），大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，

破壊伝播速度：2.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

※２：青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮），大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，

破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

※３：位置：北東へ20㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準

※４：位置：北東へ120㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準-10°

※５：位置：北東へ120㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準

※６：位置：北東へ150㎞（海溝軸），西北西へ100㎞（海溝軸直交），走向：基準+10°，傾斜：西傾斜，傾斜角：基準+5°，断層上縁深さ：11km

※７：位置：北東へ90㎞（海溝軸），西北西へ90㎞（海溝軸直交），走向：基準-10°，傾斜：東傾斜，傾斜角：基準+5°，断層上縁深さ：16km

※８：位置：北東へ70㎞（海溝軸），西北西へ100㎞（海溝軸直交），走向：基準-10°，傾斜：東傾斜，傾斜角：基準+5°，断層上縁深さ：18km

※９：放水路護岸前面まで津波が到達しない。

■各津波の評価結果：防波堤有り

• 前項（p.5）の注釈について，下記に示す。

第1368回審査会合（R7.11.7）
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■各津波の評価結果：防波堤無し

• 水位上昇側の決定ケースは，耐震重要施設等が設置された敷地T.P.+13.0m及びT.P.+17.0mへの津波の遡上，取水路及び放水路を介し津波が流入する可能性を評価するため，「最大
水位上昇量」に「地震に伴う沈下量」を考慮した相対的な津波水位の最大ケースとする。

• 敷地前面（北側）の最大ケースは，十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル①（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル
（内閣府（2012）考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり（地すべり②単独）との組合せ津波である。

• 敷地前面（東側）及び各取放水口前面の最大ケースは，十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル②（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊
特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり（地すべり②単独）との組合せ津波である。

上段 最大水位上昇量，［ ］：地震に伴う沈下量

下段 最大水位上昇量に地震に伴う沈下量を考慮した相対的な津波水位

１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （３／８）

発生
要因

種別 津波波源
敷地前面 取水口

前面
補機冷却海水
系取水口前面

放水路
護岸前面

備考
北側 東側 南側

地震

プレート間
地震

十勝沖・根室沖から
岩手県沖北部の
連動型地震

基準断層モデル①※１

11.19
［-0.60］

9.80
［-0.60］

11.23
［-0.60］

9.51
［-0.60］

10.07
［-0.60］

9.37
［-0.60］

11.79 10.40 11.83 10.11 10.67 9.97

基準断層モデル②※2

10.75
［-0.60］

10.30
［-0.60］

11.42
［-0.60］

10.09
［-0.60］

10.32
［-0.60］

10.04
［-0.60］

11.35 10.90 12.02 10.69 10.92 10.64

津波地震

10.76※３

［隆起］
10.57※４

［隆起］
9.68※５

［隆起］
8.77※４

［隆起］
8.60※４

［隆起］
9.05※４

［隆起］
既往津波：1896年
明治三陸地震津波

10.76 10.57 9.68 8.77 8.60 9.05

海洋プレート
内地震

正断層型の地震

8.62※６

［隆起］
7.94※７

［隆起］
7.82※８

［隆起］
7.32※８

［隆起］
7.48※８

［隆起］
7.36※７

［隆起］
既往津波：1933年
昭和三陸地震津波

8.62 7.94 7.82 7.32 7.48 7.36

海域活断層 恵山沖断層
0.6m

（阿部（1989）の簡易予測式による推定津波高）

地震
以外

陸上の地すべり及び斜面崩壊 発電所へ与える影響は極めて小さい

海底
地すべり

下北太平洋側
大陸棚外縁

SLS-2 ―※９ ―※９ ―※９ ―※９ ―※９ ―※９

日高舟状海盆 地すべり①と②の同時活動 3.90 2.99 3.26 2.90 3.22 ―※１０

日本海溝付近における海山 発電所へ与える影響は極めて小さい

ハワイ付近 日本沿岸における津波水位は最大で3.8m程度

火山現象
海域 敷地前面海域に津波を発生させる海底火山の存在は認められない

陸域 恵山 0.71 0.64 0.65 0.62 0.63 0.68

地震と地震以外に起因
する津波の組合せ

連動型地震
と日高海底
地すべり

地震：基準断層モデル①※１

海底地すべり：地すべり②単独

11.47
［-0.60］

9.93
［-0.60］

11.26
［-0.60］

9.60
［-0.60］

10.13
［-0.60］

9.51
［-0.60］

防波堤無し北側
最大ケース

12.07 10.53 11.86 10.20 10.73 10.11

地震：基準断層モデル②※２

海底地すべり：地すべり①と②の同
時活動

10.50
［-0.60］

10.36
［-0.60］

11.75
［-0.60］

10.02
［-0.60］

10.48
［-0.60］

9.95
［-0.60］ 防波堤有り南側

最大ケースで選定
11.10 10.96 12.35 10.62 11.08 10.55

地震：基準断層モデル②※２

海底地すべり：地すべり②単独

10.80
［-0.60］

10.51
［-0.60］

11.66
［-0.60］

10.20
［-0.60］

10.46※１１

［-0.60］
10.21

［-0.60］
防波堤無し東側，各
取放水口最大ケー
ス11.40 11.11 12.26 10.80 11.06 10.81

第1368回審査会合（R7.11.7）
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１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （４／８）

■各津波の評価結果：防波堤無し

• 前項（p.7）の注釈について，下記に示す。

※１：青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮），大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，

破壊伝播速度：2.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

※２：青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮），大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，

破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

※３：位置：北東へ20㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準

※４：位置：北東へ120㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準-10°

※５：位置：北東へ120㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準

※６：位置：北東へ150㎞（海溝軸），西北西へ100㎞（海溝軸直交），走向：基準+10°，傾斜：西傾斜，傾斜角：基準+5°，断層上縁深さ：11km

※７：位置：北東へ90㎞（海溝軸），西北西へ90㎞（海溝軸直交），走向：基準-10°，傾斜：東傾斜，傾斜角：基準+5°，断層上縁深さ：16km

※８：位置：北東へ70㎞（海溝軸），西北西へ100㎞（海溝軸直交），走向：基準-10°，傾斜：東傾斜，傾斜角：基準+5°，断層上縁深さ：18km

※９：防波堤無しの検討は，日高舟状海盆の海底地すべりを代表として実施。

※１０：放水路護岸前面まで津波が到達しない。

※１１：連動型地震（基準断層モデル②）と日高海底地すべり（地すべり①と②の同時活動）との組合せ津波の方が0.02m大きいが，各取放水口前面を含めた東側
全体への影響は本ケースの方が大きい。

第1368回審査会合（R7.11.7）
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• 各津波の評価結果を踏まえ，以下の津波を基準津波［水位上昇側1（防波堤無し北側最大）］に選定する。

• 基準津波［水位上昇側1（防波堤無し北側最大）］は，敷地前面（北側）の最大ケースである。

基準津波
最高水位

（敷地前面（北側））

基準津波
［水位上昇側1
（防波堤無し北側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル①（青森県東方沖及び岩
手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府(2012)考慮））］と日高舟状
海盆の海底地すべり（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.+12.1m※１

※１：基準津波による敷地前面（北側）の最大水位上昇量（11.47m）に，朔望平均満潮位（T.P.+0.61m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

■基準津波[水位上昇側1（防波堤無し北側最大）]

東通原子力
発電所

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

基準断層モデル①［青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域
の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮）］※２

日高舟状海盆の海底地すべり

（地すべり②単独）

（比高変化分布）

比高変化量（m）

地すべり②

日高舟状海盆の
海底地すべり

※２：大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，破壊伝播速度：2.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （５／８）

第1368回審査会合（R7.11.7）
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• 各津波の評価結果を踏まえ，以下の津波を基準津波［水位上昇側2（防波堤無し東側最大）］に選定する。

• 基準津波［水位上昇側2（防波堤無し東側最大）］は，敷地前面（東側）及び各取放水口前面の最大ケースである。

基準津波
最高水位

（敷地前面（東側））

基準津波
［水位上昇側2
（防波堤無し東側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル②（青森県東方沖及び岩
手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府(2012)考慮））］と日高舟状
海盆の海底地すべり（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.+11.2m※１

※１：基準津波による敷地前面（東側）の最大水位上昇量（10.51m）に，朔望平均満潮位（T.P.+0.61m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

■基準津波[水位上昇側2（防波堤無し東側最大）]

東通原子力
発電所

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

基準断層モデル②［青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域
の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮）］※２

日高舟状海盆の海底地すべり

（地すべり②単独）

（比高変化分布）

比高変化量（m）

地すべり②

日高舟状海盆の
海底地すべり

※２：大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （６／８）

第1368回審査会合（R7.11.7）
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• 各津波の評価結果を踏まえ，以下の津波を基準津波［水位上昇側3（防波堤有り南側最大）］に選定する。

• 基準津波［水位上昇側3（防波堤有り南側最大）］は，敷地前面（南側）の最大ケースである。

基準津波
最高水位

（敷地前面（南側））

基準津波
［水位上昇側3
（防波堤有り南側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル②（青森県東方沖及び岩
手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府(2012)考慮））］と日高舟状
海盆の海底地すべり（地すべり①と②の同時活動）との組合せ津波

T.P.+12.4m※１

※１：基準津波による敷地前面（南側）の最大水位上昇量（11.79m）に，朔望平均満潮位（T.P.+0.61m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

■基準津波[水位上昇側3（防波堤有り南側最大）]

東通原子力
発電所

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

基準断層モデル②［青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域
の破壊特性を考慮したモデル（内閣府（2012）考慮）］※２

日高舟状海盆の海底地すべり

（地すべり①と②の同時活動）

（比高変化分布）

比高変化量（m）

地すべり②

日高舟状海盆の
海底地すべり

※２：大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P６，破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

地すべり①

１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （７／８）

第1368回審査会合（R7.11.7）
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１．基準津波の策定

１．２ 水位上昇側 （８／８）

基準津波 水位時刻歴波形 最高水位

基準津波［水位上昇側1
（防波堤無し北側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連
動型地震［基準断層モデル①（青森県
東方沖及び岩手県沖北部の大すべり
域の破壊特性を考慮したモデル（内閣
府(2012)考慮））］と日高舟状海盆の海
底地すべり（地すべり②単独）との組合
せ津波

T.P.+6.0m※１，２

基準津波［水位上昇側2
（防波堤無し東側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連
動型地震［基準断層モデル②（青森県
東方沖及び岩手県沖北部の大すべり
域の破壊特性を考慮したモデル（内閣
府(2012)考慮））］と日高舟状海盆の海
底地すべり（地すべり②単独）との組合
せ津波

T.P.+6.2m※１，３

基準津波［水位上昇側3
（防波堤有り南側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連
動型地震［基準断層モデル②（青森県
東方沖及び岩手県沖北部の大すべり
域の破壊特性を考慮したモデル（内閣
府(2012)考慮））］と日高舟状海盆の海
底地すべり（地すべり①と②との同時活
動）との組合せ津波

T.P.+5.9m※１，４

■基準津波の策定位置における水位及び水位時刻歴波形

※１：最大水位上昇量に，朔望平均満潮位（T.P.+0.61m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

※２：敷地前面（北側）の最高水位はT.P.+12.1m

※３：敷地前面（東側）の最高水位はT.P.+11.2m

※４：敷地前面（南側）の最高水位はT.P.+12.4m

第1368回審査会合（R7.11.7）
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• 最大ケースは，十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル④（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル
（すべり分布の不確かさ考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり（地すべり①単独）との組合せ津波である。

■各津波の評価結果：防波堤有り

※１：大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P４，破壊伝播速度：1.5(km/s)，ライズタイム：60(s)

※２：大すべり域等の位置：南へ約40㎞，破壊開始点：P１，破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

※３：位置：北東へ30㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準

※４：位置：北東へ90㎞（海溝軸），西北西へ100㎞（海溝軸直交），走向：基準+10°，傾斜：西傾斜，傾斜角：基準，断層上縁深さ：13km

※５：補機冷却海水系取水口敷高（T.P.-4.0m）を下回らない。

発生
要因

種別 津波波源
補機冷却海水系取水口前面

備考
最大水位下降量（m） 取水口敷高を下回る継続時間（分）

地震

プレート間地震

十勝沖・根室沖から
岩手県沖北部の
連動型地震

基準断層モデル③［青森県東方沖
及び岩手県沖北部の大すべり域の
破壊特性を考慮したモデル
（すべり量の不確かさ考慮）］※１

-5.11 4.3

基準断層モデル④［青森県東方沖
及び岩手県沖北部の大すべり域の
破壊特性を考慮したモデル
（すべり分布の不確かさ考慮）］※２

-5.24 4.4

津波地震※３ -4.24 1.4
既往津波：1896年
明治三陸地震津波

海洋プレート内地震 正断層型の地震※４ -4.59 1.9
既往津波：1933年
昭和三陸地震津波

海域の活断層に
よる地殻内地震

恵山沖断層
0.6m

（阿部（1989）の簡易予測式による推定津波高）

地震
以外

陸上の地すべり及び斜面崩壊 発電所へ与える影響は極めて小さい

海底地すべり

下北太平洋側大陸棚外縁 SLS-2 -0.63 ―※５

日高舟状海盆 地すべり①と②の同時活動 -2.50 ―※５

日本海溝付近における海山 発電所へ与える影響は極めて小さい

ハワイ付近 発電所へ与える影響は，日高海底地すべりよりも小さい

火山現象
海域 敷地前面海域に津波を発生させる海底火山の存在は認められない

陸域 恵山 -0.88 ―※５

地震と地震以外に起因
する津波の組合せ

連動型地震と
日高海底地すべり

地震：基準断層モデル③※１

海底地すべり：地すべり②単独
-5.13 4.3

防波堤無し最大
ケースで選定

地震：基準断層モデル④※２

海底地すべり：地すべり①単独
-5.32 4.6

防波堤有り
最大ケース

（水位下降側1）

地震：基準断層モデル④※２

海底地すべり：地すべり②単独
-5.17 4.3

１．基準津波の策定

１．３ 水位下降側 （１／５）
第1368回審査会合（R7.11.7）
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発生
要因

種別 津波波源
補機冷却海水系取水口前面

備考
最大水位下降量（m） 取水口敷高を下回る継続時間（分）

地震

プレート間地震

十勝沖・根室沖から
岩手県沖北部の
連動型地震

基準断層モデル③［青森県東方沖
及び岩手県沖北部の大すべり域の
破壊特性を考慮したモデル
（すべり量の不確かさ考慮）］※１

-6.60 7.1

基準断層モデル④［青森県東方沖
及び岩手県沖北部の大すべり域の
破壊特性を考慮したモデル
（すべり分布の不確かさ考慮）］※２

-6.17 5.4

津波地震※３ -5.85 5.1
既往津波：1896年
明治三陸地震津波

海洋プレート内地震 正断層型の地震※４ -5.75 3.4
既往津波：1933年
昭和三陸地震津波

海域の活断層に
よる地殻内地震

恵山沖断層
0.6m

（阿部（1989）の簡易予測式による推定津波高）

地震
以外

陸上の地すべり及び斜面崩壊 発電所へ与える影響は極めて小さい

海底地すべり

下北太平洋側大陸棚外縁 SLS-2 ―※５ ―※５

日高舟状海盆 地すべり①と②の同時活動 -3.41 ―※６

日本海溝付近における海山 発電所へ与える影響は極めて小さい

ハワイ付近 発電所へ与える影響は，日高海底地すべりよりも小さい

火山現象
海域 敷地前面海域に津波を発生させる海底火山の存在は認められない

陸域 恵山 -0.47 ―※６

地震と地震以外に起因
する津波の組合せ

連動型地震と
日高海底地すべり

地震：基準断層モデル③※１

海底地すべり：地すべり②単独
-6.60 7.1

防波堤無し
最大ケース
（水位下降側2）

地震：基準断層モデル④※２

海底地すべり：地すべり①単独
-6.22 5.3

防波堤有り最大
ケースで選定

地震：基準断層モデル④※２

海底地すべり：地すべり②単独
-6.12 5.4

※１：大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P４，破壊伝播速度：1.5(km/s)，ライズタイム：60(s)

※２：大すべり域等の位置：南へ約40㎞，破壊開始点：P１，破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

※３：位置：北東へ30㎞，走向：基準+10°，傾斜角：基準+5°，すべり角：基準

※４：位置：北東へ90㎞（海溝軸），西北西へ100㎞（海溝軸直交），走向：基準+10°，傾斜：西傾斜，傾斜角：基準，断層上縁深さ：13km

※５：防波堤無しの検討は，日高舟状海盆の海底地すべりを代表として実施。

※６：補機冷却海水系取水口敷高（T.P.-4.0m）を下回らない。

• 最大ケースは，十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル③（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル
（すべり量の不確かさ考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり（地すべり②単独）との組合せ津波である。

■各津波の評価結果：防波堤無し

１．基準津波の策定

１．３ 水位下降側 （２／５）
第1368回審査会合（R7.11.7）
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１．基準津波の策定

１．３ 水位下降側 （３／５）

東通原子力
発電所

※１：基準津波による補機冷却海水系取水口前面の最大水位下降量（-5.32m）に，朔望平均干潮位（T.P.-0.87m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

※２：水位時刻歴波形に，朔望平均干潮位（T.P.-0.87m）を考慮した時間

日高舟状海盆の海底地すべり

（地すべり①単独）

（比高変化分布）

比高変化量（m）

地すべり①

■基準津波［水位下降側1（防波堤有り最大）］

日高舟状海盆の
海底地すべり

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

基準断層モデル④［青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の

破壊特性を考慮したモデル（すべり分布の不確かさ考慮）］※３

※３：大すべり域等の位置：南へ約40㎞，破壊開始点：P１，破壊伝播速度：1.0(km/s)，ライズタイム：60(s)

基準津波
補機冷却海水系取水口前面

最低水位 取水口敷高を下回る継続時間

基準津波
［水位下降側1
（防波堤有り最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデ
ル④（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性
を考慮したモデル（すべり分布の不確かさ考慮））］と日高舟状海
盆の海底地すべり（地すべり①単独）との組合せ津波

T.P.-6.2m※１ 6.3分※２

• 各津波の評価結果を踏まえ，以下の津波を基準津波［水位下降側1（防波堤有り最大）］に選定する。

第1368回審査会合（R7.11.7）
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１．基準津波の策定

１．３ 水位下降側 （４／５）

東通原子力
発電所

比高変化量（m）

地すべり②

※１：基準津波による補機冷却海水系取水口前面の最大水位下降量（-6.60m）に，朔望平均干潮位（T.P.-0.87m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

※２：水位時刻歴波形に，朔望平均干潮位（T.P.-0.87m）を考慮した時間

• 各津波の評価結果を踏まえ，以下の津波を基準津波［水位下降側2（防波堤無し最大）］に選定する。

■基準津波［水位下降側2（防波堤無し最大）］

基準津波
補機冷却海水系取水口前面

最低水位 取水口敷高を下回る継続時間

基準津波
［水位下降側2
（防波堤無し最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデ
ル③（青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の破壊特性
を考慮したモデル（すべり量の不確かさ考慮））］と日高舟状海盆
の海底地すべり（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.-7.5m※１ 7.9分※２

日高舟状海盆の海底地すべり

（地すべり②単独）

（比高変化分布）

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

基準断層モデル③［青森県東方沖及び岩手県沖北部の大すべり域の

破壊特性を考慮したモデル（すべり量の不確かさ考慮）］※３

※３：大すべり域等の位置：南へ約100㎞，破壊開始点：P４，破壊伝播速度：1.5(km/s)，ライズタイム：60(s)

日高舟状海盆の
海底地すべり

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-2 p562 再掲
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１．基準津波の策定

１．３ 水位下降側 （５／５）

基準津波 水位時刻歴波形 最低水位

基準津波［水位下降側1
（防波堤有り最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部
の連動型地震［基準断層モデル④
（青森県東方沖及び岩手県沖北部の
大すべり域の破壊特性を考慮した
モデル（すべり分布の不確かさ考慮））］
と日高舟状海盆の海底地すべり
（地すべり①単独）との組合せ津波

T.P.-3.9m※１，２

基準津波［水位下降側2
（防波堤無し最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部
の連動型地震［基準断層モデル③
（青森県東方沖及び岩手県沖北部の
大すべり域の破壊特性を考慮した
モデル（すべり量の不確かさ考慮））］と
日高舟状海盆の海底地すべり
（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.-5.0m※１，３

■基準津波の策定位置における水位及び水位時刻歴波形：水位下降側

※１：最大水位下降量に，朔望平均干潮位（T.P.-0.87m）を考慮した水位（小数点第二位を切り上げ）

※２：補機冷却海水系取水口前面の最低水位はT.P.-6.2m

※３：補機冷却海水系取水口前面の最低水位はT.P.-7.5m

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-2 p566 再掲
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２．１ 計算条件

２．２ 計算領域

２．３ 防波堤有無の解析に用いる地形

２．４ 津波水位の評価位置

２．計算条件等
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B領域 C領域 D領域 E領域 F領域 G領域 H領域

空間格子間隔
Δs

2.5 km
833 m

(2500/3)
278 m

(2500/9)
93 m

(2500/27)
31 m

(2500/81)
10m

(2500/243)
5m

(2500/486)

時間格子間隔
Δt※１ 0.1秒

基礎方程式
線形

長波式
非線形長波式（浅水理論）※１

沖側境界条件 自由透過 外側の大格子領域と水位・流量を接続

陸側境界条件 完全反射
完全反射

（海底露出を考慮）
小谷ほか（1998）の遡上境界条件

初期海面変動
波源モデルを用いてMansinha and Smylie(1971)の方法により計算される鉛直変位を
海面上に与える

海底摩擦
考慮

しない
マニングの粗度係数n = 0.03m-1/3s（土木学会（2016）より）

水平渦動粘性
係数

考慮しない

潮位条件 T.P.±0.0m

計算時間 地震発生後4時間

• 津波予測計算は，次の計算条件等に基づき実施した。

• なお，数値シミュレーションの手法の妥当性は，既往津波の再現性の評価を実施して確認した。

主な計算条件

計算領域※２とその水深及び格子分割

※１：土木学会（2016）では，水深200m以浅の海域を目安に非線形長波式を適用するとしている。これを十分に満足するようＣ領域以下（水深1500ｍ以浅）で，非線形長波式（浅水理論）

を適用した。

※２：計算領域範囲は，日本海溝沿い・千島海溝沿い（南部）の津波発生領域が含まれる範囲及び北海道・東日本沿岸からの反射波が発電所に与える影響を考慮して設定した。

２．計算条件等

２．１ 計算条件

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p331 再掲
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F領域：Δs=31mE領域：Δs=93m

計算領域とその水深※及び格子分割

G領域：Δs=10m
※：発電所周辺における3.11地震に伴う地殻変動の

影響は小さいことから考慮していない。

H領域：Δs=5m

２．計算条件等

２．２ 計算領域

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p332 再掲
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• 防波堤有無の解析に用いる地形を以下に示す。

２．計算条件等

２．３ 防波堤有無の解析に用いる地形

■解析地形

防波堤有り 防波堤無し

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-2 p218 再掲
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：耐震重要施設※1及び
常設重大事故等対処施設※2

：常設重大事故等対処施設

：放水設備

：取水設備

【施設位置】

※１ 設置許可基準規則第３条の対象となる耐震重要
施設（間接支持構造物を含む）

※２ 設置許可基準規則第３８条の対象となる常設耐震
重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設
備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事
故等対処施設を除く）

※３ 水路断面等の詳細は検討中

※４ T.P.+13.0m又はT.P.+17.0m（北側造成エリアもしくは，
南側造成エリア）に設置（赤点線の範囲）（詳細な設
置場所は検討中）

タービン建屋

排気筒連絡ダクト

排気筒

海水熱交換器建屋
連絡ダクト

原子炉建屋

補機冷却海水系取水口※3

海水熱交換器建屋

0≦

4≦

7≦

10≦

13 =

13＜

17 =

17＜

＜4

＜7

＜10

＜13

＜17

補機冷却海水系取水路※3

【標高（T.P.，m）】

緊急時対策建屋※4

淡水貯水槽※4

常設代替交流電源設備※4

原子炉格納容器圧力逃がし装置※4

• 東通原子力発電所の主要設備が設置される敷地はT.P.+4.0m，T.P.+13.0m，T.P.+17.0mであり，その主要設備周辺はT.P.+4.0m～T.P.+23.75mに整地されている。

• 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設はT.P.+13.0mに設置し，常設重大事故等対処施設の一部は，敷地造成を踏まえた重大事故等への対策の有効
性及び発電所運用面を考慮して，T.P.+13.0m又はT.P.+17.0m（北側造成エリアもしくは南側造成エリア）に設置する（詳細な設置場所は検討中）。

• 耐震重要施設等が設置された敷地（T.P.+13.0m）への津波の流入経路は，常用系の海水を取水する取水路，非常用系の海水を取水する補機冷却海水系取水
路，並びに常用系・非常用系の海水を放水する放水路がある。

２．計算条件等

２．４ 津波水位の評価位置：発電所敷地及び耐震重要施設等の配置

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p338 再掲
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タービン建屋

排気筒連絡ダクト

排気筒

海水熱交換器建屋連絡ダクト

原子炉建屋

補機冷却海水系取水口※３

海水熱交換器建屋

【標高（T.P.，m）】

0≦

4≦

7≦

10≦

13 =

13＜

17 =

17＜

＜4

＜7

＜10

＜13

＜17

：敷地前面（北側）

：敷地前面（東側）

：敷地前面（南側）

：取水口前面

：補機冷却海水系取水口前面

：放水路護岸前面

【津波水位の評価位置】

：耐震重要施設※１及び
常設重大事故等対処施設※２

：常設重大事故等対処施設

：放水設備

：取水設備

【施設位置】

※１ 設置許可基準規則第３条の対象となる耐震重要
施設（間接支持構造物を含む）

※２ 設置許可基準規則第３８条の対象となる常設耐震
重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設
備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事
故等対処施設を除く）

※３ 水路断面等の詳細は検討中

※４ T.P.+13.0m又はT.P.+17.0m（北側造成エリアもしくは，
南側造成エリア）に設置（詳細な設置場所は検討中）

補機冷却海水系取水路※３

緊急時対策建屋※４

淡水貯水槽※４

常設代替交流電源設備※４

原子炉格納容器圧力逃がし装置※４

■敷地前面

• 耐震重要施設等が設置された敷地T.P.+13.0m，T.P.+17.0m（北側造成エリア，南側造成エリア）へ津波が遡上するかを評価するため，敷地前面（北側），敷地
前面（東側）及び敷地前面（南側）それぞれを津波水位の評価位置とする。

• なお，津波水位が低く，各敷地前面位置まで津波が遡上しない場合には，各評価位置周辺での最大水位を抽出する。

２．計算条件等

２．４ 津波水位の評価位置：水位上昇側

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p339 再掲
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海水熱交換器建屋

立坑 立坑 取水路

取水口

取水路

A

A'

T.P.+13.2ｍ T.P.+13.0ｍ T.P.+13.2ｍ
T.P.+17.0ｍ

T.P.+4.0ｍ

T.P.-7.37ｍT.P.-7.5ｍ
取水可能最低水位

海水系ポンプ スクリーン

有効貯水量

取水口敷高T.P.-4.0m

AA'

原子炉補機冷却

T.P.-7.5ｍ
取水可能最低水位

取水口取水路立坑取水路立坑海水熱交換器

■補機冷却海水系取水口前面

• 非常用海水ポンプ（原子炉補機冷却海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ）の取水性を評価するため，補機冷却海水系取水口前面を津波
水位の水位下降側の評価位置とする。

• 補機冷却海水系取水設備は，津波が取水口敷高（T.P.-4.0m）を下回る場合の非常用海水ポンプの運転に必要な海水を貯留する構造を兼ねていること
から，補機冷却海水系取水口敷高を下回る継続時間についても評価する。

断面図（A－A’断面）

■非常用海水ポンプの運転可能継続時間

運転台数※ 流量
（m3/hr）

取水量
（m3/hr）

原子炉補機冷却
海水ポンプ

２台×２系統 8,000

8,340
高圧炉心スプレイ
補機冷却海水ポンプ

１台×１系統 340

非常用海水ポンプの取水量

（A）有効貯水量：約5,000（m3）
取水口敷高（T.P.-4.0m）から非常用海水ポンプの取水可能
最低水位（T.P.-7.5m）までの容量

（B）非常用海水ポンプの運転可能継続時間：約35（分）
（A）/非常用海水ポンプの取水量
＝5,000（m3）/8,340（m3/hr）×60＝約35分

※：非常用海水ポンプの最大運転台数を考慮

：津波水位が取水口敷高を下回る場合に，非常用海水ポンプの取水に必要な海水が設備内に確保される範囲（約5,000m3）

平面図

【補機冷却海水系取水設備概要】 （水路断面等の詳細は検討中）

２．計算条件等

２．４ 津波水位の評価位置：水位下降側

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p349 再掲
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３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

３．２ 青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

３．３ 津波地震

３．４ 海洋プレート内の正断層型地震

３．津波波源モデルの設定方法
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３．津波波源モデルの設定方法

３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

• 広域の津波特性（痕跡高）を考慮するため，内閣府（2012）で示されている大すべり域・超大すべり域の面積よりも大きい面積を示している杉野ほか
（2014）を参考として，特性化モデルを設定した。

 大すべり域：津波断層の平均すべり量の1.4倍，全体面積の40％程度（超大すべり域を含む）

 超大すべり域：津波断層の平均すべり量の３倍，全体面積の15％程度

• なお，福島県沿岸には10m以上の痕跡高が多数見られることを踏まえ，設定する特性化モデルの大すべり域・超大すべり域の面積は，杉野ほか
（2014）に示されている面積比率よりも大きく設定※１した。
※１：大すべり域：43.5％（超大すべり域を含む），超大すべり域：16.0％

杉野ほか（2014）によるMw8.9以上の規模の地震の

大すべり域・超大すべり域の設定方法

（杉野ほか（2014））
青森県北部～茨城県南部における3.11地震に伴う津波の痕跡高※２

（東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ（2012））

※２：海岸線からの距離1000m以内，信頼度Aのデータ（総数：2,686）

：痕跡位置 ：痕跡高

■大すべり域・超大すべり域の設定（１／２）

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p92 再掲



27

• 3.11地震から得られた知見，世界のプレート境界面で発生しているM９クラスの巨大地震に係る最新の科学的・技術的知見に基づく，各領域の固着等
に関する分析結果を踏まえて設定した。

各領域の固着等に関する分析結果

（地震調査研究推進本部（2019）に一部加筆）

固着度：小

（M８クラス以下）

プレート境界深部の固着度は，
岩手県沖南部よりも大きいと考えられる。

女川原子力
発電所

固着度：大

（M９クラス）

凡例
固着域 非固着域

（Seno（2014）を参考に作成）

固着度：中

（M８クラス）

固着度：小

（M８クラス以下）

固着度：小

（M８クラス以下）

低地震活動域が青森県東北

沖及び岩手県沖北部への破

壊伝播を防ぐ。

蓄積する歪みの

量に限度がある。

テクトニクス的背景の

違いが構造境界（破壊

のバリア）となる。

長期的な非地震性すべり

が，隣接する宮城県沖にお

けるM９クラスの固着の破

壊を助長する。

■超大すべり域の設定

• 岩手県沖：低地震活動域を考慮して，プレート間地震発生領域の浅部に設定。

• 宮城県沖：3.11地震時のすべり分布形状，同領域の固着度並びに固着の破壊を助長
する長期的な非地震性すべりの発生領域を考慮して，福島県沖を含む範囲に設定。

■大すべり域の設定

• 岩手県沖・宮城県沖の超大すべり域を取り囲むように設定。

構造境界

（破壊のバリア）

低地震活動域（SLSR)の位置

（Ye et al.(2012)）

すべり分布

長期的なスロースリップの発生領域

（Yokota and Koketsu（2015））

岩手県沖の

超大すべり域

宮城県沖の

超大すべり域

大すべり域

３．津波波源モデルの設定方法

３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

■大すべり域・超大すべり域の設定（２／２）

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p93 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

■設定フロー

想定波源域の設定

プレート境界面形状の設定

断層面積（S）の算定

 スケーリング則の適用

（円形破壊面を仮定した関係式）

・地震モーメント（Mo）の算定

・平均すべり量（D）の算定

２．微視的波源特性の設定

大すべり域・超大すべり域・背景領域の設定

 各領域のすべり量の算定

断層モデルへの微視的波源特性の反映

■大すべり域

各パラメータ一覧

プレート境界面

• 約10km四方の小断層（総
数：1317）でプレート境界面
を近似。

３．基準断層モデルの設定

 設定したプレート境界面に微視的波源特性を反映。

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw）の算定

すべり量分布 地殻変動量分布

※：超大すべり域を除いた面積比率

平均応力降下量
（⊿σ）の設定

：与条件

１．巨視的波源特性の設定

パラメータ 設定方法 設定値

すべり量（D1）
平均すべり量（D）の1.4倍※1

杉野ほか（2014）
12.80（m）

■超大すべり域

パラメータ 設定方法 設定値

すべり量（D2）
平均すべり量（D）の3倍

※2

杉野ほか（2014）
27.43（m）

■背景領域

パラメータ 設定方法 設定値

すべり量（Db）
平均すべり量（D）の0.33倍※3

杉野ほか（2014）
3.02（m）

※1：全体面積の40％（超大すべり域を含む）に相当する

すべり量

※2：全体面積の15％に相当するすべり量

※3：全体面積の60％に相当するすべり量

すべり量 3.02（m）

断層面積
（面積比率）

72,841(km2)
（56.5%）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ
Mob 1.10×1022（Nm）

すべり量 12.80（m）

断層面積※

（面積比率）
35,497(km2)
（27.5%）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ
Mo1 2.27×1022（Nm）

すべり量 27.43（m）

断層面積
（面積比率）

20,696(km2)
（16.0%）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ
Mo2 2.84×1022（Nm）

大すべり
域

超大すべ
り域

背景領域

9.13

海溝軸～深さ60km

129,034（km2）

6.21×1022（Nm）

3.26（MPa）

5.0×10
10

（N/m
2
）

9.62（m）

太平洋プレートの
運動方向に基づい
て設定

60（ｓ）

剛性率（μ）

平均すべり量（D）

（=16/(7π3/2）・⊿σ・S
1/2

/μ）

すべり角λ

ライズタイムτ

地震発生深さ

断層面積（S）

平均応力降下量（⊿σ）

（=7/16・Mo・（S/π）-3/2）

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ（Mw）

地震ﾓｰﾒﾝﾄMo
（=Mob+Mo1+Mo2）

パラメータ 設定方法 設定値

断層面積（S） 青森県東方沖～茨城県沖 129,034（km
2
）

地震発生深さ
地震調査研究推進本部

（2012）
海溝軸～深さ60km

平均応力降下量（⊿σ） 杉野ほか（2014） 3.1（MPa）

剛性率（μ） 土木学会（2016） 5.0×10
10

（N/m
2
）

地震ﾓｰﾒﾝﾄ（Mo） 16/(7π
3/2

）・⊿σ・S
3/2

5.90×10
22

（Nm）

平均すべり量（D） 16/(7π
3/2

）・⊿σ・S
1/2

/μ 9.14（m）

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p94 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

■3.11地震の痕跡高の再現性：基本方針

：1350mメッシュ

：450mメッシュ

：150mメッシュ

：50mメッシュ

：17mメッシュ

：5.6mメッシュ

杉野ほか（2014）の計算領域

（杉野ほか（2014）に一部加筆）

青森県北部～茨城県南部における3.11地震に伴う津波の痕跡高※

（東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ（2012））

：痕跡位置 ：痕跡高

• 杉野ほか（2014）を参考に，3.11地震の津波波源に直接面した沿岸の青森県北部～茨城県南部の痕跡高の再現性を確認し，広域の津波の特性
を適切に考慮しているかを確認する。

※：原子力発電所の立地条件，津波特性を把握するために十分な痕跡数を確保
する観点から，海岸線沿いから1000m以内，信頼度Aのデータ（痕跡数：2,686地点）
を用いる。

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p95 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

■3.11地震の痕跡高の再現性：解析条件

B領域 C領域 D領域 E領域 F領域

空間格子間隔
Δs

2.5 km
833 m

(2500/3)
278 m

(2500/9)
93 m

(2500/27)
31 m

(2500/81)

時間格子間隔Δt 0.1秒

基礎方程式
線形

長波式
非線形長波式（浅水理論）

沖側境界条件 自由透過 外側の大格子領域と水位・流量を接続

陸側境界条件 完全反射
完全反射

（海底露出を考慮）
小谷ほか（1998）の遡上境界条件

初期海面変動
波源モデルを用いてMansinha and Smylie(1971)の方法により計算される鉛直変位
を海面上に与える

海底摩擦 考慮しない マニングの粗度係数 n = 0.03m-1/3s（土木学会（2016）より）

水平渦動粘性
係数

考慮しない

潮位条件 T.P.-0.40m（地震発生時の潮位）

計算再現時間 地震発生後4時間

主な計算条件

計算領域とその水深及び格子分割

• 再現性を確認する青森県北部～茨城県南部の最小空間格子間隔を31mに設定した。

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p96 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．１ 3.11地震における広域の津波特性を考慮した特性化モデル

■3.11地震の痕跡高の再現性：確認結果

• 設定した特性化モデルは，土木学会（2016）の再現性の目安を満足するとともに，津波高が大きい岩手県沿岸～福島県沿岸の痕跡高を良好に再現
しており，広域の津波特性を適切に考慮していることを確認した。

• さらに，女川地点を含む宮城県周辺（北緯39°～北緯38°）については，痕跡高に対して計算値の方が大きく（K=0.86，κ=1.36，ｎ=836），安全側の
モデルになっていることを確認した。

基準断層モデル K κ n

広域の津波特性を考慮した
特性化モデル

0.98 1.39 2,686

※：再現性の目安 0.95＜K＜1.05，κ＜1.45 （土木学会（2016））

痕跡高と計算値の比較

：痕跡位置
：痕跡高

：計算値

すべり量分布

【広域の津波特性を考慮した特性化モデル】 【痕跡高の再現性の確認結果】

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-3 p97 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．２ 青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

■再現モデルの設定

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.41

長さ L（km） 土木学会（2016） 150

幅 W（km） 土木学会（2016） 100

剛性率 μ（N/m2） 土木学会（2016） 5.0×1010

すべり量 Dmax(m)
土木学会（2016）を基本として，再現性
が確認できるすべり量に補正。

6.90

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（N・m） μLWD 5.18×1021

走向 θ（°）
土木学会（2002）を基本として，再現性
が確認できる走向に補正。

195

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2002） 6

傾斜角 δ（°） 土木学会（2016） 20

すべり角 λ（°）
土木学会（2016）を基本として，再現性
が確認できるすべり角に補正。

76

ライズタイム τ（s） 相田（1986） 60

再現モデルの波源位置 地殻変動量分布

■再現性の確認結果

既往津波 K κ n 既往津波高

1968年十勝沖地震
に伴う津波

0.97 1.39 297 岸（1969）
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• 土木学会（2016）の目安（0.95<K<1.05，κ<1.45）を満足しており，各断層パラメータの設定値が妥当であることを確認した。

東通原子力
発電所

東通原子力
発電所

• 土木学会（2016）を参考として， 1968年十勝沖地震に伴う津波の再現モデルを設定した。

第1270回審査会合（R6.7.19）

資料1-1-2 p30 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．３ 津波地震

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.28

長さ L（km） 土木学会（2016） 210

幅 W（km） 土木学会（2016） 50

剛性率 μ（N/m2） 土木学会（2016） 3.5×1010

すべり量 Dmax(m)
土木学会（2016）を基本として，再現性
が確認できるすべり量に補正。

9.0

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（N・m） μLWD 3.31×1021

走向 θ（°）
土木学会（2002）を基本として，再現性
が確認できる走向に補正。

190

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2016） 1

傾斜角 δ（°） 土木学会（2016） 20

すべり角 λ（°） 土木学会（2016） 75

ライズタイム τ（s） 相田（1986） 60

再現モデルの波源位置 地殻変動量分布

• 土木学会（2016）を参考として，1896年明治三陸地震津波の再現モデルを設定した。
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• 土木学会（2016）の目安（0.95＜Ｋ＜1.05，κ＜1.45）を満足しており，各断層パラメータの設定値が妥当であることを確認した。

既往津波 K κ n 既往津波高

1896年明治三陸地震津波 1.00 1.44 246
伊木（1897），
松尾（1933）

東通原子力
発電所

東通原子力
発電所

■再現モデルの設定

■再現性の確認結果

第1368回審査会合（R7.11.7）

資料1-2 p296 再掲
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３．津波波源モデルの設定方法

３．４ 海洋プレート内の正断層型地震

• 土木学会（2016）を参考として，1933年昭和三陸地震津波の再現モデルを設定した。

• 土木学会（2016）の目安（0.95＜Ｋ＜1.05，κ＜1.45）を満足しており，各断層パラメータの設定値が妥当であることを確認した。

断層パラメータ 設定方法 設定値

ﾓｰﾒﾝﾄﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ Mw (logM0-9.1)/1.5 8.35

長さ L（km） 土木学会（2016） 185

幅 W（km） 土木学会（2016） 50

剛性率 μ（N/m2） 土木学会（2016） 7.0×1010

すべり量 Dmax(m) 土木学会（2016） 6.6

地震ﾓｰﾒﾝﾄ Mo（N・m） μLWD 4.27×1021

走向 θ（°） 土木学会（2002） 180

断層上縁深さ d（km） 土木学会（2002） 1

傾斜角 δ（°） 土木学会（2016） 45

すべり角 λ（°） 土木学会（2016） 270

ライズタイム τ（s） 相田（1986） 60

再現モデルの波源位置 地殻変動量分布

既往津波 K κ n 既往津波高

1933年昭和三陸地震津波 1.00 1.43 553
松尾（1933），
地震研究所（1934）
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■再現モデルの設定

■再現性の確認結果

東通原子力
発電所

東通原子力
発電所

第1368回審査会合（R7.11.7）
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４．１ 青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

４．２ 津波地震

４．３ 海洋プレート内の正断層型地震

４．土木学会（2011）のロジックツリー
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４．土木学会（2011）のロジックツリー

４．１ 青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

■全体ロジックツリー

第1270回審査会合（R6.7.19）

資料1-1-2 p34 再掲
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４．土木学会（2011）のロジックツリー

４．２ 津波地震

■発生領域に関する分岐 ■津波発生モデルのロジックツリー

・・・（1）

・・・（2）

・・・（3）

第1270回審査会合（R6.7.19）

資料1-1-2 p35 再掲
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４．土木学会（2011）のロジックツリー

４．３ 海洋プレート内地震の正断層型地震

■発生領域に関する分岐 ■津波発生モデルのロジックツリー※

・・・（1）

・・・（2）

・・・（3）

・・・（4）

※：JTNR（4）のロジックツリーは，JTNR（３）のロジックツリーと同一であるため記載省略。

第1270回審査会合（R6.7.19）

資料1-1-2 p36 再掲
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５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模

５．１ 地震規模に関連する情報

５．２ 専門家意見聴取結果
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５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模

５．１ 地震規模に関連する情報

• 1933年昭和三陸地震津波は，国内外における海溝外縁隆起帯（outer rise）で発生した最大規模の海洋プレート内地震である。

海溝外縁隆起帯で発生した主な海洋プレート内地震の断層パラメータ （Alvarez-Gomez et al.(2012)）

■国内外における海溝外縁隆起帯で発生した海洋プレート内地震の地震規模

第1270回審査会合（R6.7.19）

資料1-1-2 p38 再掲
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• 今井ほか（2012）は，1611年の津波の津波痕跡，震源域及び地震動と津波の史料記述を再整理し，それらに対する相田（1977）モデルの矛盾点を以下の
とおり指摘している。

• 今井ほか（2012）モデル（KT-02）は，痕跡高の逆解析から，宮城県沖のプレート境界面と海溝外縁隆起帯のすべりを推定している（Mw=8.5）。

• 同モデルの海溝外縁隆起帯におけるすべり分布（すべり量，断層長さ）は，相田（1977）モデルよりも小さく，1933年昭和三陸地震津波と同程度である。

正断層型の地震

貞観型

相田（1977）モデル（KC-3）

1611年の津波

今井ほか（2012）モデル（KT-02）

■津波痕跡

 1611年の津波は三陸沿岸の一部で3.11地震
に匹敵する津波痕跡が残されているといわれ
ており，仙台湾沿岸部においても地質学的痕
跡が確認されている。

■震源域

 史料の再精査から1611年の震源域は三陸沖
から仙台湾沖まで広がっていた可能性が示
唆されている。

■史料に残された地震動と津波

 各地の史料を総合的にみると，午前8～10時
に仙台藩から江戸に至る広域で有感地震
あり。

 仙台平野における津波来襲時刻は不明であ
るが，三陸沿岸に津波が来襲した時刻は午
後２時頃であったと解釈できる。

■相田（1977）モデルの矛盾点

三陸沿岸の津波痕跡高を説明できるが，仙台湾沿
岸ではせいぜい２ｍ程度の津波高となり説明でき
ない。

江戸での最大震度はせいぜい４程度であり，仙台
平野や江戸での地震有感時刻と三陸沿岸の津波
来襲時刻の時間差を合理的に説明することは難し
い。

 痕跡高の逆解析の結果，宮城県沖とその北側海溝軸付近における逆断層地震（KT-01）と，宮城県沖の
逆断層地震とその北側アウターライズ領域の正断層地震（KT-02）の２つの地震モデルが得られた。

 両モデルともに869年の地震の震源域のすべりが必要になり，各モデルの地震規模はMw=8.5程度と推定
される。

 津波痕跡，震源域，史料記述を踏まえると，KT-02の方がより矛盾無く解釈できる。ただし，KT-01を完全に
否定することもできない。

＜今井ほか（2012）モデル（KT-02）＞

【今井ほか（2012）】

L:245km

B:50km

d=8.0m

５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模

５．１ 地震規模に関連する情報

■1611年の津波の波源モデルに係る検討：今井ほか（2012）
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【杉野ほか（2015）に一部加筆】 【土木学会（2016）に一部加筆】

【藤原ほか（2015）に一部加筆】

• 杉野ほか（2015），藤原ほか（2015），土木学会（2016）は，地震調査研究推進本部（2012）の長期評価を参考に，1933年昭和三陸地震の地震規模を基本に
そのばらつきを考慮して，確率論的津波ハザード評価を実施しており，上限Mwを8.6としている（杉野ほか（2015），土木学会（2016））。

５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模

５．１ 地震規模に関連する情報

■ハザード評価事例

第1270回審査会合（R6.7.19）
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■関連情報：海洋プレート内地震のロジックツリーの見直しについて

 1611年の津波の地震発生様式の分岐のうち海洋プレート内地震の場合のMwの範囲について，地震規模ならびに各機関の評価事例に係る関連情報の
収集結果から，中央マグニチュード（Mc）を8.6から8.4に変更することについて（上限Mwを8.8から8.6に変更することについて）

専門家のご意見

• 1611年の津波は未だ研究途上にあるが，最新知見を反映した今井ほか（2012）モデルは，現時点で最も信頼できるモデル（妥当なモデル）と考え
られる。

• 今井ほか（2012）モデルのアウターライズ領域のすべりは1933年昭和三陸地震津波と同程度であることを踏まえると，〝1611年の津波が正断層
型地震〟の中央マグニチュード（Mc）を8.6から8.4に変更する（上限Mwを8.8から8.6に変更する）ことは妥当である。

• 現状のロジックツリーを維持し，各分岐の重みを変更する方法も考えられるが，上限Mwを8.8から8.6に変更する今回の方法は，土木学会(2016)
等とも整合しており，異論はない。

• なお，ロジックツリーは，５年，１０年経つと変わる可能性があるので，最新知見の収集に努めること。

• 1611年の津波は未だ議論があるところであり，津波痕跡など新しい情報は増えてきているものの，相田（1977）モデルをベースとした土木学会
（2002）モデル（Mw8.6）の否定までには至っていないと考える。

• 以上から，〝1611年の津波が正断層型地震〟の中央マグニチュード（Mc）を8.6から8.4に変更するという「Mwの範囲」の分岐を見直す方法ではな
く，「波源モデル」の分岐を新たに追加する方法（例えば，相田（1977）モデル，今井ほか（2012）モデルを分岐で処理するなど）が考えられる。

• 1611年の津波について，相田（1977）が基にした痕跡データから情報が増えており，今後，波源そのものを再検討する動きがあると聞いている。
したがって，相田（1977）モデルをベースとした土木学会（2002）モデル（Mw8.6）に固執する必要は無いと考える。

• 1933年昭和三陸地震津波（Mw8.4）は，国内外で最大規模のアウターライズ地震であるとともに，1611年の津波がアウターライズ地震であった場
合，三陸沖の同じ領域において，M８クラスのプレート間地震と同程度のすべりが約300年間の間に生じたことになり，地震学的に考えにくいので
はないかと考える。

• 以上から，〝1611年の津波が正断層型地震〟の中央マグニチュード（Mc）を8.6から8.4に変更する（上限Mwを8.8から8.6に変更する）ことは妥当
である。

上記，意見聴取結果を踏まえ，中央マグニチュード（Mc）を8.6から8.4に変更することについてレビューを行い（詳細は次頁に記載） ，その妥当性について
評価を得た。

５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模

５．２ 専門家意見聴取結果

• 前述した地震規模に関する知見の収集結果を踏まえ（「5.1」），1611年の津波が海洋プレート内地震の場合のMwの範囲を見直すことについて，専門家へ意見
聴取を行い，必要な関連情報等を収集した。
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５．海洋プレート内の正断層型地震の地震規模

５．２ 専門家意見聴取結果：レビュー内容

■専門家意見聴取結果を踏まえて作成したロジックツリー

• 各専門家意見を総合的に踏まえ，中央マグニチュード（Mc）は，1611年の津波の地震発生様式によらず，国内外で最大規模の1933年昭和三陸地震
津波規模（Mw8.4）とし，Mwの範囲の重みは土木学会（2009）を流用する。

• なお，引き続き，最新知見の収集に努め，本評価の見直しが必要な知見が得られた場合には，適切に対応していく。

地震の発生パターン

1933モデル

（矩形断層モデル）

1611年の津波の
地震発生様式

波源モデル

w=0.7

w=0.3

重みの配分設定根拠： 関連情報の収集結果による

発生領域

津波地震
活動域内のどこでも
正断層型地震が
発生する

活動域内のどこでも
正断層型地震が
発生する

海洋プレート内の

正断層型地震

Mc＝8.4，BM＝0.5

Mc＝8.4，BM＝0.3

Mc＝8.3，BM＝0.5

Mc＝8.3，BM＝0.3

Mc＝8.2，BM＝0.5

w=0.35

w=0.20

w=0.25

w=0.10

w=0.10

Mc＝8.4，BM＝0.5

Mc＝8.4，BM＝0.3

Mc＝8.3，BM＝0.5

Mc＝8.3，BM＝0.3

Mc＝8.2，BM＝0.5

w=0.35

w=0.20

w=0.25

w=0.10

w=0.10

w=0.25

w=0.50

w=0.25

w=0.25

w=0.50

w=0.25

120年

410年

2400年

89年

210年

580年

Mwの範囲 平均発生間隔

土木学会（2009）による 土木学会（2011）による

【Mwの範囲の重み配分設定（土木学会（2009））】
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６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．１ 土木学会（2016）のロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果
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６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．１ 土木学会（2016）のロジックツリー

津波高さ推定に関するロジックツリー

（土木学会（2016））

• 土木学会（2016）では，土木学会（2011）の津波高さ推定に関するロジックツリーを従来法と位置付け，3.11地震に伴う津波の再現解析等から津波高さ
推定値のばらつきに関する知見をロジックツリーに反映している。

第1270回審査会合（R6.7.19）
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• JNES（2014）等の設定方法，並びに矩形断層モデルに適用するロジックツリーを評価に反映するにあたり，専門家へ意見聴取を行い，必要な関連情報
等を収集した。

• 各専門家の意見聴取結果を踏まえ，津波高さ推定に関するロジックツリーの作成・レビューを行い，その妥当性について評価を得た。

■関連情報１：土木学会（2011）を参考に設定したロジックツリーを変更することについて

 誤差の対数標準偏差（β），対数正規分布の打ち切り範囲（σ）の定義とその特徴から，同パラメータは，ハザード評価に与える影響が大きい
と判断され，各指針類の要求事項に照らして，JNES（2014）による最新知見をロジックツリーに反映することは必要と判断することについて。

■関連情報２：JNES（2014）の内容とハザード評価の解析条件等との対比に関する考察について

■関連情報３：ロジックツリーの見直し及び重み配分設定方法の妥当性について

 JNES（2014）の内容の分析及びハザード評価の解析条件等との対比から，津波水位のばらつきはJNES（2014）の設定範囲β=0.20～0.30が
妥当であり，土木学会（2011）の設定方法からJNES（2014）等の設定方法に見直すことについて（土木学会（2011）の設定方法を削除すること
について）。

■関連情報４：津波高さの推定に関するロジックツリーのうち矩形断層モデルに適用する誤差の対数標準偏差（β）等の分岐設定について

 不均質モデルと一様すべりの矩形断層モデルのモデル特性の違いが，津波高さのばらつき（β）要因である波源特性（β波源），伝播特性
（β伝播），遡上特性（β遡上）に及ぼす影響について追加検討を実施した。

 上記結果を踏まえ，両モデルに同じ分岐・重み配分を適用することは妥当と評価することについて

【収集した関連情報等】

６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果

第1270回審査会合（R6.7.19）
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■関連情報１：土木学会（2011）を参考に設定したロジックツリーを変更することについて

 誤差の対数標準偏差（β），対数正規分布の打ち切り範囲（σ）の定義とその特徴から，同パラメータは，ハザード評価に与える影響が大きいと
判断され，各指針類の要求事項に照らして，JNES（2014）による最新知見をロジックツリーに反映することは必要と判断することについて

６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果：関連情報１

専門家のご意見

• JNES（2014）にもあるように，土木学会（2011）での検討では，空間格子間隔が現時点より粗い（100m～200m）ので，ばらつきが大きくなる
のは当然の結果である。また，土木学会（2011）ではすべりの不均質性をほとんど考慮していないのに対し，今回は不均質性を考慮してい
るのでばらつきは小さくなる。以上より，JNES(2014)の最新知見を評価に反映することは必要。

• 3.11津波再現モデルによる広域の痕跡高に対する計算値のばらつきκは1.35程度であり，11の歴史津波を対象とした土木学会（2011）で
の検討結果κ=1.45と比較して小さくなっていることから，JNES(2014)等の最新知見を評価に反映することは必要。

• 3.11地震から得られた知見を考慮したJNES(2014)の知見は，評価に取り入れるべき。

第1270回審査会合（R6.7.19）
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■関連情報２：JNES（2014）の内容とハザード評価の解析条件等との対比に関する考察について

専門家のご意見

• ハザード評価の解析条件等は，JNES（2014）の設定方法を評価に反映する条件を満足している。

６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果：関連情報２

第1270回審査会合（R6.7.19）
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■関連情報３：ロジックツリーの見直し及び重み配分設定方法の妥当性について

 JNES（2014）の内容の分析及びハザード評価の解析条件等との対比から，津波水位のばらつきはJNES（2014）の設定範囲β=0.20～0.30が妥当
であり，土木学会（2011）の設定方法からJNES（2014）等の設定方法に見直すことについて（土木学会（2011）の設定方法を削除することについて）

専門家のご意見

• 誤差の対数標準偏差（β）については，JNES（2014）のみで良いと考えるが，対数正規分布の打ち切り範囲（σ）について，打ち切りなし
（±10σ）の分岐を削除する明確な知見は無いのが現状。具体的には，土木学会（2011）の感度解析を例に考えると，中央値水位15m，
κ=1.35のとき，±2.3σの曲線から算定される最大水位が30m，±10σの曲線から算定される最大水位が300mとなる。300mの津波水位
は非現実的だが，30mを超える可能性は無いかと考えた場合，ゼロとは言えないので，分岐として考慮することが必要と考える。

• その場合の重みは，分岐として成立する可能性が残されると考えて，土木学会（2011）の重みを0.1，JNES（2014）の重みを0.9。

• JNES（2014）の検討は3.11地震津波だけを対象としたものであり，分岐を変更するからには，歴史津波のうち比較的痕跡高の信頼性が高
い1960年以降の津波も対象に検証を行う必要があると考える。 ただし，JNES（2014）の知見反映は必要と考えられることから，JNES
（2014）の分岐設定と土木学会（2011）の分岐設定をロジックツリーとして表現することが考えられる。

• その場合の重みについて，取り敢えずは〝JNES(2014)の対案として土木学会（2011）〟と考えることができるので，均等配分（0.5：0.5）。

• JNES（2014）の分岐を採用する方向性に問題はないと考えるが，土木学会（2011）を完全に削除して良いかどうかは判断が難しい。した
がって，土木学会（2011）を削除するということについては，慎重な対応が必要。

• JNES（2014）は，土木学会（2011）の課題であった10-5以下の低頻度における評価値の改善に繋がっていると考えられる。ハザード評価の
解析条件等の比較に矛盾はないことから，JNES（2014）の設定方法を採用することに問題はない。

６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果：関連情報３
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■関連情報４：津波高さの推定に関するロジックツリーのうち矩形断層モデルに適用する誤差の対数標準偏差（β）等の分岐設定について

 不均質モデルと一様すべりの矩形断層モデルのモデル特性の違いが，津波高さのばらつき（β）要因である波源特性（β波源），伝播特性（β伝播），
遡上特性（β遡上）に及ぼす影響について追加検討を実施した。

 上記結果を踏まえ，両モデルに同じ分岐・重み配分を適用することは妥当と評価することについて

専門家のご意見

• 津波地震，正断層型地震は，１枚の矩形断層モデルと不均質モデルを比較し，波源特性のばらつき（β波源）が同程度であることを確認し
ていることから，不均質モデルと同じ分岐，重みを適用することは妥当である。

• 従来のM８クラスの津波については，土木学会（2009）での検討事例も踏まえると，矩形断層モデルと不均質モデルでκの差は無いと考え
られる。また，3.11地震のような不均質性が見られる連動型地震については，矩形断層モデルを使用していない。

• 以上から，今回の検討内容を根拠に，矩形断層モデルと不均質モデルに同じ分岐・重み配分を適用することは妥当である。

• 土木学会（2009）での検討事例も踏まえると，矩形断層モデルと不均質モデルでκの差は無いと考えられる。
• 上記要因について，不均質モデルはプレート境界面の形状を固定することが大きな制約となる。一方，矩形断層モデルは自由度を持って

傾斜角を設定できること等から，モデルの違いによるκの差がそれほど見られないと考えている。
• 以上から，矩形断層モデルと不均質モデルに同じ分岐・重み配分を適用することは妥当である。

• 土木学会（2009）のアンケート結果にもあるように，矩形断層モデルは不確かさを考慮すれば，不均質モデルと同程度のκになると考える。
• 広域（広い範囲）のκと比較して，確率論で評価する特定地点（狭い範囲）のκは小さいことも踏まえれば，不確かさを考慮した矩形断層

モデルであれば，不均質モデルと同等の分岐・重みを用いることが出来ると考える。
• 以上から，矩形断層モデルの数値計算法のうち不確かさを考慮しない「方法１」の分岐は削除する必要があるのではないか。

６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果：関連情報４

各関連情報に対する専門家の意見聴取結果を踏まえ，津波高さ推定に関するロジックツリーの作成・レビューを行い（詳細は次頁に記載） ，その妥当性
について評価を得た。

第1270回審査会合（R6.7.19）
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６．津波高さ推定に関するロジックツリー

６．２ 専門家意見聴取結果：レビュー内容

■専門家意見聴取結果を踏まえて作成したロジックツリー

• 各専門家意見を総合的に踏まえ，β，σについてはJNES（2014）の分岐設定と土木学会（2011）の分岐設定をロジックツリーとして表現し，重み配分は，
JNES（2014）を0.9，土木学会（2011）を0.1とする。矩形断層モデルについては，パラメータの変動を考慮した複数のモデルを用いて評価することを基本とし
（＝方法１を削除），不均質モデルと同じβ，σの分岐・重み配分を適用する。

対数正規分布の

打ち切り範囲（σ）

誤差の対数標準偏差（β）数値計算法波源モデルの種別

不均質モデル

矩形断層モデル※

アスペリティの位置の変動
を考慮した複数のモデルを
用いて評価

方法１

Mと位置が与えられた場合に，
基準断層モデル（１つのモデ
ル）のみで評価

方法２

Mと位置が与えられた場合に
パラメータ変動を考慮した複
数のモデルを用いて評価

β=0.223（κ=1.25）

β=0.300（κ=1.35）

β=0.372（κ=1.45）

中央値±2.3β

β=0.438（κ=1.55）

中央値±10β

土木学会（2011）

β=0.20（κ=1.22）

β=0.25（κ=1.28）

β=0.30（κ=1.35）

中央値±2.3βJNES（2014）等

β=0.223（κ=1.25）

β=0.300（κ=1.35）

β=0.372（κ=1.45）

中央値±2.3β

β=0.438（κ=1.55）

中央値±10β

土木学会（2011）

不均質モデルと同様 中央値±2.3βJNES（2014）等

β=0.223（κ=1.25）

β=0.300（κ=1.35）

β=0.372（κ=1.45）

中央値±2.3β

β=0.438（κ=1.55）

中央値±10β

土木学会（2011）

不均質モデルと同様 中央値±2.3βJNES（2014）等

重みの配分設定根拠： 土木学会（2011）：土木学会（2009）による
JNES（2014）等：関連情報の収集結果による

関連情報の収集結果による

β，σに関する知見

土木学会（2009）による

w=0.30

w=0.40

w=0.25

w=0.05

w=0.25

w=0.25

w=0.50

w=0.10

w=0.30

w=0.45

w=0.15

w=0.40

w=0.35

w=0.20

w=0.05

w=0.75

w=0.25

w=0.75

w=0.25

w=0.75

w=0.25

w=0.1

w=0.9

w=0.1

w=0.9

w=0.1

w=0.9

w=0.4

→w=0.0

w=0.6

→w=1.0

削除

※：M９クラスの巨大地震については，不均質モデルを用いて評価している（矩形断層モデルは用いていない）。
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（参考）敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

１．評価方針

２．津波水位の評価位置

３．年超過確率の参照
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（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

１．評価方針

• 基準津波策定位置における津波ハザード曲線の算定と同様に，敷地前面（水位上昇側）及び補機冷却海水系取水口前面（水位下降側）の津波ハ
ザード曲線を算定し，年超過確率を参照する。

■評価方針

基準津波
最高水位

（敷地前面）

基準津波
［水位上昇側1
（防波堤無し北側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル①（青森県東方沖及び岩手県沖北
部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府(2012)考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり
（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.+12.1m

基準津波
［水位上昇側2
（防波堤無し東側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル②（青森県東方沖及び岩手県沖北
部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府(2012)考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり
（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.+11.2m

基準津波
［水位上昇側3
（防波堤有り南側最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル②（青森県東方沖及び岩手県沖北
部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（内閣府(2012)考慮））］と日高舟状海盆の海底地すべり
（地すべり①と②の同時活動）との組合せ津波

T.P.+12.4m

【水位上昇側】

基準津波
最低水位

（補機冷却海水系
取水口前面）

基準津波
［水位下降側1
（防波堤有り最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル④（青森県東方沖及び岩手県沖北
部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（すべり分布の不確かさ考慮））］と日高舟状海盆の海底
地すべり（地すべり①単独）との組合せ津波

T.P.-6.2m

基準津波
［水位下降側2
（防波堤無し最大）］

十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震［基準断層モデル③（青森県東方沖及び岩手県沖北
部の大すべり域の破壊特性を考慮したモデル（すべり量の不確かさ考慮））］と日高舟状海盆の海底地
すべり（地すべり②単独）との組合せ津波

T.P.-7.5m

【水位下降側】
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• 津波ハザード曲線の算定方法について，日本原子力学会（2017）は「対象サイトの地盤高への海底地殻変動の影響が無視できない場合があるので，
対象サイトの変化を評価する。」としている。

• 海底地殻変動の影響を考慮した津波ハザード曲線の算定事例について，杉野ほか（2015）は，最大水位上昇量・下降量から敷地内の地殻変動量
（隆起を正，沈降を負）を差し引いた相対最大水位上昇量・下降量を用いて，津波ハザード曲線を算定している。

■津波ハザード曲線の算定

海底地殻変動の影響を考慮した津波ハザード曲線（水位上昇側）の算定事例

（杉野ほか（2015））

青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震等のプレート間地震を検討対象としており，海底地殻変動の影響を受けることから，津波水位を用いた
津波ハザード曲線に加え，杉野ほか（2015）を参考に，敷地内の地殻変動量の影響を考慮した相対津波水位を用いた津波ハザード曲線も算定
する。

（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

１．評価方針

第1270回審査会合（R6.7.19）
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タービン建屋

排気筒連絡ダクト

排気筒

海水熱交換器建屋連絡ダクト

原子炉建屋

補機冷却海水系取水口※３

海水熱交換器建屋

【標高（T.P.，m）】

0≦

4≦

7≦

10≦

13 =

13＜

17 =

17＜

＜4

＜7

＜10

＜13

＜17

：敷地前面

：補機冷却海水系取水口前面

【津波水位の評価位置】

：耐震重要施設※１及び
常設重大事故等対処施設※２

：常設重大事故等対処施設

：放水設備

：取水設備

【施設位置】

※１ 設置許可基準規則第３条の対象となる耐震重要
施設（間接支持構造物を含む）

※２ 設置許可基準規則第３８条の対象となる常設耐震
重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設
備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事
故等対処施設を除く）

※３ 水路断面等の詳細は検討中

※４ T.P.+13.0m又はT.P.+17.0m（北側造成エリアもしくは，
南側造成エリア）に設置（詳細な設置場所は検討中）

補機冷却海水系取水路※３

緊急時対策建屋※４

淡水貯水槽※４

常設代替交流電源設備※４

原子炉格納容器圧力逃がし装置※４

（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

２．津波水位の評価位置

• 津波水位の評価位置を下図に示す。

• 敷地前面について，津波水位が低く，敷地前面位置まで津波が遡上しない場合には，敷地前面周辺での最大水位を抽出する。
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1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 5 10 15 20

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 5 10 15 20

年
超

過
確

率

津波水位（T.P. m）

：算術平均

：0.95フラクタイル

：0.84フラクタイル

：0.50フラクタイル

：0.16フラクタイル

：0.05フラクタイル

（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

３．年超過確率の参照 （水位上昇側）

■基準津波［水位上昇側］

• 津波ハザード曲線，フラクタイルハザード曲線及び各基準津波［水位上昇側］の津波水位の年超過確率を以下に示す。
年

超
過

確
率

津波水位（T.P. m）

津波水位 年超過確率

基準津波［水位上昇側1（防波堤無し北側最大）］ T.P.+12.1m
10-5程度

（1.0×10-5）

基準津波［水位上昇側2（防波堤無し東側最大）］ T.P.+11.2m
10-4～10-5程度

（2.3×10-5）

基準津波［水位上昇側3（防波堤有り南側最大）］ T.P.+12.4m
10-5～10-6程度

（7.8×10-6）

：全体（算術平均ハザード）

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

：津波地震

：海洋プレート内の正断層型地震

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の連動型地震

：十勝沖・根室沖の連動型地震

：十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震
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• 海底地殻変動量を考慮した津波ハザード曲線及びフラクタイルハザード曲線を以下に示す。

■水位上昇側：海底地殻変動の影響考慮

（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

３．年超過確率の参照 （水位上昇側）
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1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 5 10 15 20

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 5 10 15 20

年
超

過
確

率

相対津波水位（T.P. m）

：全体（算術平均ハザード）

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

：津波地震

：海洋プレート内の正断層型地震

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の連動型地震

：十勝沖・根室沖の連動型地震

：十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

年
超

過
確

率
相対津波水位（T.P. m）

：算術平均

：0.95フラクタイル

：0.84フラクタイル

：0.50フラクタイル

：0.16フラクタイル

：0.05フラクタイル
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津波水位（T.P. m）

（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

３．年超過確率の参照 （水位下降側）

■基準津波［水位下降側］
年

超
過

確
率

津波水位（T.P. m）

津波水位 年超過確率

基準津波［水位下降側1（防波堤有り最大）］ T.P.-6.2m
10-3～10-4程度

（6.2×10-4）

基準津波［水位下降側2（防波堤無し最大）］ T.P.-7.5m
10-4程度

（1.5×10-4）

：算術平均

：0.95フラクタイル

：0.84フラクタイル

：0.50フラクタイル

：0.16フラクタイル

：0.05フラクタイル

：全体（算術平均ハザード）

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

：津波地震

：海洋プレート内の正断層型地震

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の連動型地震

：十勝沖・根室沖の連動型地震

：十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

• 津波ハザード曲線，フラクタイルハザード曲線及び各基準津波［水位下降側］の津波水位の年超過確率を以下に示す。
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1.E-01

1.E+00
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確
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相対津波水位（T.P. m）

：全体（算術平均ハザード）

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の地震

：津波地震

：海洋プレート内の正断層型地震

：青森県東方沖及び岩手県沖北部の連動型地震

：十勝沖・根室沖の連動型地震

：十勝沖・根室沖から岩手県沖北部の連動型地震

年
超

過
確

率
相対津波水位（T.P. m）

：算術平均

：0.95フラクタイル

：0.84フラクタイル

：0.50フラクタイル

：0.16フラクタイル

：0.05フラクタイル

■水位下降側：海底地殻変動の影響考慮

（参考） 敷地前面及び補機冷却海水系取水口前面における津波水位の年超過確率

３．年超過確率の参照 （水位下降側）

• 海底地殻変動量を考慮した津波ハザード曲線及びフラクタイルハザード曲線を以下に示す。
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